（別記様式第１号）
	計画作成年度
	平成２０年度

	計画主体
	北海道弟子屈町


弟子屈町鳥獣被害防止計画
　　　　＜連絡先＞
　　　　　担当部署名　北海道弟子屈町役場農林課農政係
          所在地　北海道川上郡弟子屈町中央２丁目３番１号
　　　　　電話番号　０１５-４８２-２９３６
          ＦＡＸ番号　０１５-４８２-２９９９
　　　　　メールアドレス　nourin@town.teshikaga.hokkaido.jp
１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
	対象鳥獣
	　エゾシカ

	計画期間
	　平成２０年度～平成２２年度

	対象地域
	　北海道弟子屈町


２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
（１）被害の現状（平成１９年度）
	鳥獣の種類
	被害の現状

	
	品　目
	被害数値

	エゾシカ
	　馬鈴しょ
　てん菜
　小麦
　牧草
　デントコーン
　スイートコーン
　その他農作物（蕎麦）
	　　8,332千円、　9.90ha
　　7,607千円、　8.60ha
　　2,185千円、　3.82ha
　 36,517千円、165.65ha
　　  671千円、　1.50ha
　　  136千円、　0.24ha
　　  150千円、　0.50ha


（２）被害の傾向
	　エゾシカによる被害は、全町的に見られ、特に春と秋に多く発生している。弟子屈町の農業は、酪農が主体で、比較的気象条件の良い北部では酪農のほかに畑作農業が展開しているが、牧草に比べて畑作物の被害単価が高いため、北部での農業被害が目立っていた。地勢的にも農村地域のほとんどが国有林をはじめとする山林に囲まれ、エゾシカの生息区域と隣接している状況にある。
　これらに対処するため、平成４年度から、町・農業協同組合・農業改良普及センターなど関係機関と酪農家・畑作農家の生産者団体からなる「弟子屈町鹿対策協議会」を設置し、検討を重ねてきた。

　有害鳥獣としてのエゾシカの捕獲については、平成４年から、毎年３，０００～４，０００千円の費用を掛け、１，０００頭前後エゾシカを捕獲してきた。また、狩猟期に町内外から多くのハンターが捕獲しているにもかかわらず、減少傾向は見られない。

　ハード面では、弟子屈町の西部から北部にかけての農村部と山林との間に約１００ｋｍもの鹿侵入防止柵を設置した。また、鹿柵の受益とならない圃場では、補助事業により電気牧柵を張り巡らした結果、当該地域の農業被害は大きく減少した。しかしながら、鹿柵が未整備の地域もまだ多く、エゾシカによる被害は、ここ数年減少傾向にあるものの、平成１９年度の農作物被害金額は、５５，５９８千円にも及んでいる。
　ヒグマによる農業被害もあるが、被害圃場や時期がエゾシカに比べて限られており、被害額などは具体的に把握していないため、本計画には特段の付記をしない。なお、一部地域でハコワナを設置し、対応している。




（３）被害の軽減目標
	指標(被害金額)
	現状値（平成１９年度）
	目標値（平成２２年度）

	エゾシカ
	55,598千円
	40,000千円

	
	
	


（４）従来講じてきた被害防止対策
	
	従来講じてきた被害防止対策
	課題

	捕獲等に関する取組

	弟子屈町鹿対策協議会と町内の猟友会とが連携して、捕獲体制を構築してきた。

　捕獲手段に関しては、銃器（ライフル・散弾銃）を用いて有害捕獲を行ってきた。捕獲鳥獣の処理方法は、捕獲後速やかに、ゴミ処理場で焼却、一部食肉加工所（民間）にて食肉としての利活用をしている。

	　有害鳥獣の捕獲に対する費用として、町とＪＡとが協議会に経費を負担しているが、それぞれ厳しい財政状況の中で負担は小さくない。一方で銃器などの経費を考えると、１頭あたりの奨励金も十分ではないとの意見もあり、国や道の支援も必要と考える。
　また、捕獲に携わる狩猟者も、新規参入者が少なく、高齢化が進み、機動力の低下が懸念されている。担い手対策として、狩猟者の負担軽減についての検討も必要である。

	防護柵の設置等に関する取組
	　平成４・５年度先進的農業総合推進対策事業、平成１０年度農業生産体制強化総合推進対策事業により、圃場を囲む形で電気牧柵を設置。
　また、平成１０年度道営畑地帯総合整備事業（緊急整備）、平成１５・１６年度道営中山間地域総合整備事業により、屈斜路地区と、奥春別～札友内～美留和地区、川湯地区に約１００ｋｍの鹿侵入防止柵を設置。地区毎に鹿柵管理組合を組織化し、管理や補修などにあたっている。初期に設置した鹿柵は１０年目となり、今年度、管理組合では、大がかりな補修を行った。

	　電気牧柵は、降雪前に撤去し、融雪後に設置するなど、手間がかかり、また漏電防止のための草刈りを疎かにすると、鹿侵入防止の効果が小さくなる。
　鹿柵は、電牧に比べて頑強であるが、積雪時に適切に保守管理しなければ、網が破損してしまい、エゾシカ侵入を防ぐ効果が小さくなる。


（５）今後の取組方針
	　平成１９年度のエゾシカによる農作物被害状況は、55,598千円、190.21haとなっている。被害金額ではピークの平成８年度の207,784千円と比較すると約１／４に、被害面積では平成１０年度の610.10haに比べて約１／３に、それぞれ減少しているが、近年の農業経営を取り巻く厳しい情勢を考慮すると、被害状況は依然として高い水準にある。
　このような状況を踏まえ、弟子屈町では鳥獣被害の軽減目標を達成するため、既存の鹿柵の維持補修や、未整備地区での新たな鹿柵の整備とともに、猟友会との連携を密にして、より一層の計画的な有害鳥獣の捕獲を実施していくものである。

　また、これまでは他の市町村との連携が十分ではなかったが、今後は釧路支庁管内や山間部で隣接している網走支庁管内の近隣市町村との連携も深めていきたい。



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項
（１）対象鳥獣の捕獲体制
	北海道猟友会弟子屈支部
	弟子屈町鹿対策協議会との連携のもとで、農林業者等からの依頼を受けて、各地区で結成された捕獲班が有害鳥獣の捕獲を行う。


（２）その他捕獲に関する取組
	年度
	対象鳥獣
	取組内容

	２０年度
	エゾシカ
	　農業被害の現状に即した捕獲体制を図り、農業関係との連携強化につとめる。また、狩猟者の担い手対策を図るため、一層の普及活動に取り組む。

	２１年度
	エゾシカ
	　農業被害の現状に即した捕獲体制を図り、農業関係との連携強化につとめる。また、狩猟者の担い手対策を図るため、一層の普及活動に取り組む。

	２２年度
	エゾシカ
	　前年度までの取り組み内容を点検し、農業被害削減に向けて、農業関係との一層の連携強化を図る。


（３）対象鳥獣の捕獲計画
	　捕獲計画数等の設定の考え方

	　弟子屈町での有害鳥獣としてのエゾシカ捕獲頭数は、平成19年度が877頭、平成18年度1,082頭、平成17年度927頭と推移し、平成７年度以降を見ても、毎年1,000前後の捕獲頭数となっている。農作物の被害金額は減少しているものの、エゾシカの捕獲頭数に変化は見られない。
　今後とも、被害金額が増えることがないよう、現状頭数の捕獲を計画する。




	対象鳥獣
	捕獲計画数等

	
	２０年度
	２１年度
	２２年度

	エゾシカ
	１，０００頭
	１，０００頭
	１，０００頭


	　捕獲等の取組内容

	　銃器による捕獲を基本とし、狩猟期間中を除き、積極的に捕獲を行う。具体的な捕獲時期は、雪解けとなる４月上旬から農作物の収穫時期となる１０月下旬までとする。捕獲場所については、鹿柵が未整備で、山間部に隣接する農村地域を主に、全町を範囲とする。


（４）許可権限委譲事項
	対象地域
	対象鳥獣

	該当なし
	該当なし


４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
（１）侵入防止柵の整備計画
	対象鳥獣
	整備内容

	
	２０年度
	２１年度
	２２～２４年度

	エゾシカ
	道営畑地帯総合整備事業屈斜路湖畔地区による農地被害防護施設（鹿侵入防止柵）の検討


	道営畑地帯総合整備事業屈斜路湖畔地区による鹿侵入防止柵の測量設計
	道営畑地帯総合整備事業屈斜路湖畔地区による鹿侵入防止柵の設置
総延長：22,750m、スチール製、高さ：2.5m



（２）その他被害防止に関する取組
	年度
	対象鳥獣
	取組内容

	20年度
	エゾシカ
	地域において、地域懇談会、現地研修会、講演会等の普及啓発を進めると共に、地域住民が主体的に暖衝帯の整備、追い払い活動等を行えるような体制整備の確立を目指す。

	21年度
	エゾシカ
	地域において、地域懇談会、現地研修会、講演会等の普及啓発を進めると共に、地域住民が主体的に暖衝帯の整備、追い払い活動等を行えるような体制整備の確立を目指す。

	22年度
	エゾシカ
	地域において、地域懇談会、現地研修会、講演会等の普及啓発を進めると共に、地域住民が主体的に暖衝帯の整備、追い払い活動等を行えるような体制整備の確立を目指す。


５．被害防止施策の実施体制に関する事項
（１）被害防止対策協議会に関する事項
	被害防止対策協議会の名称
	弟子屈町鹿対策協議会

	構成機関の名称
	役割

	弟子屈町
	事務局を担当し、協議会に関する連絡調整及び立案を行う。

	摩周湖農業協同組合
	各農家からの被害状況取りまとめ及び営農指導、情報提供などを行う。

	弟子屈町農業委員会
	営農指導、情報提供などを行う。

	釧路農業改良普及センター
	

	ホクレン斜里原料所
	

	雪印乳業株式会社磯分内工場
	

	釧路地区農業共済組合弟子屈支所
	

	摩周湖農協畑作振興会
	農業者の見地から情報提供、対策検討を行う。

	弟子屈町酪農振興会連合会
	


（２）関係機関に関する事項
	関係機関の名称
	役割

	北海道猟友会弟子屈支部
	有害鳥獣関連情報の提供と捕獲の実施を行う。

	北海道
	鳥獣被害防止に関する情報提供、広域的な調整を行う。

	
	


（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項
	　該当なし。なお、今後他地域の事例を参照しながら検討していきたい。


（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項
	　現時点で具体的な予定はないが、施策の実施には柔軟に取り組むこととする。


６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
	　捕獲したエゾシカは、速やかにゴミ処理場に運搬し処理することとする。また食用としての利活用については、各捕獲者がそれぞれ適切に処理することとし、食用以外にも鹿皮の利用などについては、猟友会での活発な議論を期待したい。

　また、近隣市町村で「えぞしかバーガー」など鹿肉を特産品化している事例もあることから、今後、食肉活用について、猟友会や商工、消費者団体などと、全町的に検討していきたい。


７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
	　野生動物の保護など自然環境面での問題と、農林業被害対策としての有害鳥獣の捕獲では、時として意見の相違が見受けられる。また、捕獲や一般狩猟においても、農林業者や入林者などへの事故防止を図ることが重要である。

　よって当該施策の実施には、関係機関や地域住民などは、お互いの立場を尊重しながら、それぞれ柔軟に取り組むこととする。



- 3 -

